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事故発生から補償金支払まで 
 

事故が発生したら 

           ①              

           ②               

            

           ③ 

 

           ④ 

                       

            

① 提出先に備え付けてある事故発生報告書を事故発生日から２０日以内に提出し

てください。【８ページ参照】 

② 補償制度適用の可否の結果を通知します。 

 【補償の適用範囲内と判断した場合】 

● 補償事故審査回答書 

● 補償金請求に必要な書類の一式 

【補償の適用範囲外と判断した場合】 

● 補償事故審査回答書 

③ 補償金請求に必要な書類の一式を提出 

④【補償金支払の対象となった場合】補償金支払 

※ 事故の内容によっては、手続きが異なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

市民団体 

(対象補償者）

【提出先】 

市民活動推進課 

又は 

各総合支所市民生活課 

 
 本庁 

◆鹿屋市役所 市民環境部 市民活動推進課 
   共栄町２０番１号 
   ０９９４－３１－１１４７【直通】（内線３５９４） 
 
 各支所 
  ◆串良総合支所 市民生活課 
   串良町岡崎２０５９番地       
   ０９９４－６３－３１１１ 
          
  ◆吾平総合支所 市民生活課 
   吾平町麓３３１７番地       
   ０９９４－５８－７１１１       
          
  ◆輝北総合支所 市民生活課 
   輝北町上百引３９１４番地ロ 
   ０９９－４８６－１１１１ 

【補償金支払】 

保 険 会 社 

事故発生後の手続き等に関する問い合わせ先 


